
  

平成 19 年 10 月 17 日 

 

各 位 

 

会 社 名 株式会社 小  林  洋  行

代表社名 代表取締役社長 山 下 英 樹

   （コード番号 ８７４２ 東証第一部）

問合せ先 取締役管理本部長 宮 崎 誠 二

（ TEL 03－3664－3511 ）

 

 

当社子会社に対する証券取引等監視委員会による検査結果に基づく勧告について 

 

当社の連結子会社であるフェニックス証券株式会社は、平成 19 年 10 月 16 日に証券取引等監視

委員会より、同社の兼業業務である金融先物取引業務（外国為替証拠金取引業務）において法令

違反に該当する事実が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分等の適

切な措置を講ずるよう勧告が行われました。勧告内容につきましては別紙をご参照ください。 

 

当社は、この度の子会社に対する行政処分勧告を厳粛に受け止めますとともに、当社グループ

全体の内部管理体制の更なる強化に取り組んでまいる所存です。 

 

当社株主の皆様並びに関係の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げま

す。 

 

以上 

 



（別紙） 

 

フェニックス証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

 

証券取引等監視委員会 

 
１．勧告の内容 

 近畿財務局長がフェニックス証券株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長 丹羽 

広、資本金１０億円、役職員２８名）を検査した結果、下記のとおり当該金融商品取

引業者及び当該金融商品取引業者の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、

本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第２０条第１項の規定に

基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。 

 

２．事実関係 

 受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託

契約等の締結を勧誘する行為  

 フェニックス証券株式会社外国為替営業部（平成１８年９月１日、外国為替部に名

称変更）部長は、その業務に関し、外国為替証拠金取引（以下「ＦＸ取引」とい

う。）の口座を解約した顧客のリスト（当該リストに記載された顧客には継続的取引

関係にある顧客に該当しない一般顧客が含まれていた。）を作成した上で、平成１８

年１月から同年１２月までの間、営業員に対し、それらの顧客にＦＸ取引の受託等を

内容とする契約（以下「受託契約等」という。）の締結の勧誘を行うよう指示した。 

 また、同部長は、その業務に関し、平成１８年２月中旬頃、営業員に対し、当社が

ＦＸ取引業務を譲り受けた際、当社への口座移管に同意しておらず、口座が移管され

ていない顧客に受託契約等の締結の勧誘を行うよう指示した。 

 これらの指示を受けた営業員５名は、その業務に関し、平成１８年２月２３日から

同１９年１月１２日までの間、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客

４７名に対し、電話をかけて、受託契約等の締結の勧誘を行った。 

  

 当該金融商品取引業者及びその使用人が行った、上記の行為は、金融先物取引法第

７６条第４号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対

し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること」に該当すると認められる。 

 

 


